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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
飯
田
二
丁
目
二
番
三
号
　
財
団
法
人
山
梨
県
国
際
交
流
協
会

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
を

担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

た
の
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

韮
崎
市
藤
井
町
南
下
條
三
百
三
十
八
番
地

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
身
延
本
栖
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷
三
五
〇
六
番

旧

一
一
・
〇
〜

二
一
・
五

の
三
地
先
か
ら

一
六
・
〇

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
二
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

十
一
月
十
一
日

第
千
五
百
二
十
三
号

木　曜　日



南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷
三
五
〇
六
番

の
四
地
先
ま
で

新

一
一
・
〇
〜

二
一
・
五

一
八
・
〇

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
三
七
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
字
船
津
字
上
ノ
段
三

旧

一
一
・
〇

一
四
五
・
〇

七
二
七
番
の
一
地
先
か
ら

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
字
船
津
字
上
ノ
段
三

七
五
七
番
の
一
地
先
ま
で

新

一
二
・
五
〜

一
四
五
・
〇

二
七
・
〇

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
秋
山
村
字
イ
ヤ
ナ
一
二
七
〇
八
番
の
三

旧

一
四
・
九
〜

五
一
・
四

地
先
か
ら

二
一
・
九

南
都
留
郡
秋
山
村
字
イ
ヤ
ナ
一
二
七
〇
七
番
の
三

地
先
ま
で

新

一
四
・
九
〜

五
一
・
四

二
八
・
八

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
大
幡
初
狩
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
字
子
神
沢
二
八
七
七
番
の

旧

五
・
六
〜

六
〇
七
・
五

五
地
先
か
ら

二
二
・
二

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
字
岩
名
二
五
一
四
番
の
一

地
先
ま
で

新

五
・
六
〜

六
〇
七
・
五

二
二
・
二

一
一
・
四
〜

六
〇
八
・
二

四
八
・
八

山
梨
県
告
示
第
五
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
市

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
〇



川
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

四
尾
連
湖
公

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
大
字
山
家
字

三
〇
一
・
〇
平
成
十
六
年

園
線

柄
沢
六
二
二
二
番
の
三
地
先
か
ら

十
一
月
十
一

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
大
字
山
家
字

日

石
畑
六
一
九
二
番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
郷

町
長
か
ら
次
の
と
お
り
字
の
区
域
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

変
更
前
の
字
の
区
域

変
更
後
の
字
の
区
域

大
字
落
居
字
澤
ノ
神
六
八
〇
〇
の
二
、
六
八
〇

大
字
岩
間
字
池
田

〇
の
五
、
六
八
〇
一
の
一
、
六
八
〇
一
の
五
、

六
八
一
六
の
一
、
六
八
一
六
の
二
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
六
郷
町
有
地

の
全
部

大
字
岩
間
字
一
ノ
坪
一
一
八
、
一
二
〇
の
一
、

大
字
岩
間
字
池
田

一
二
〇
の
三
、
一
二
〇
の
四
、
一
二
七
の
一
、

一
三
三
の
二
及
び
一
三
三
の
四

公
　
　
　
告

'

基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六
年

十
月
二
十
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
付
属
標
取
付
観
測
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
北
杜
市
、
北
都
留
郡
小
菅
村
及
び
西
八
代
郡
上
九
一
色
村

'

甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
五
号
愛
宕
町
下
条
線

二
　
施
行
者
の
名
称

山
梨
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
八
号
　
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部

四
　
事
業
地
の
所
在

山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
、
富
士
見
二
丁
目
、
池
田
一
丁
目
及
び
荒
川
一
丁
目
地
内

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
富
士
吉
田
市
中
丸
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
退
任

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

太
田
　
元
則

富
士
吉
田
市
小
明
見
千
七
百
四
十
四
番
地

二
　
就
任

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
一



太
田
　
一
男
　
富
士
吉
田
市
小
明
見
千
七
百
四
十
四
番
地

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
組
合
の
名
称

富
士
吉
田
市
田
端
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
千
八
百
四
十
二
番
地

三
　
施
行
地
区

富
士
吉
田
市
下
吉
田
字
田
端
及
び
字
一
メ
目
の
各
一
部

四
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
一
年
三
月
十
八
日

五
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で

六
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

甲
斐
市
富
竹
新
田
字
十
二
名
七
七
九
の
二
二
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
徳
行
三
丁
目
四
番
十
二
号
　
嶋
田
久
伯

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
金
　
　
丸
　
　
康
　
　
信

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
梨
県
立
北
杜と

高
等
学
校
の
項
中
「
山
梨
県
立
北
杜と

高
等
学
校
」
を
「
山
梨
県
立
北
杜
高
等
学

校
」
に
改
め
、「
山
梨
県
北
巨
摩
郡
長
坂
町
渋
沢
一
、
〇
〇
七
番
地
の
一
九
」
を
「
山
梨
県
北
杜
市
長

坂
町
渋
沢
一
、
〇
〇
七
番
地
の
一
九
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

'

山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
殊
教
育
諸
学
校
入
学
者
募
集
定
員

平
成
十
七
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
殊
教
育
諸
学
校
の
入
学
者
募
集
定
員
を
次

の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
金
　
　
丸
　
　
康
　
　
信

平
成
十
七
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
等
入
学
者
募
集
定
員

（
全
日
制
課
程
）

学
区
名

学
　
校
　
名

学
科
（
コ
ー
ス
）
名
　

定
　
　
　
員
　
　

計
　
　
　
　
　
　

内

一
一
四

日
野
春

北

　

杜

普
　
通
　
科

（
三
）

一
二
〇

外

六

全
　
県

北

　

杜

（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

全
　
県

北

　

杜

（
四
）

一
四
〇
（
四
）

一
四
〇

内

二
二
八

韮
　
崎

韮

　

崎

普
　
通
　
科

（
六
）

二
四
〇

外

一
二

全
　
県

韮

　

崎

（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
二

理

数

科

総

合

学

科

文

理

科



（
電
子
機
械
・
電
気
・

全
　
県

韮
崎
工
業

情
報
技
術
・
環
境
化
学
（
六
）

一
八
〇
（
六
）

一
八
〇

・
理
数
工
学
）

甲
府
第
一

（
六
）

二
四
〇
（
六
）

二
四
〇

甲
　
府
　
南

（
六
）

二
四
〇
（
六
）

二
四
〇

甲
　
府
　
東

（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

﹇
一
﹈

﹇
四
〇
﹈

甲
　
府

甲
府
昭
和

（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

﹇
一
﹈

﹇
四
〇
﹈

内

九
八
八
（
二
六
）

計

普
　
通
　
科

外

五
二

一
、
〇
四
〇

全
　
県

甲
府
第
一

（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

全
　
県

甲
　
府
　
南

（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

全
　
県

甲
　
府
　
西

（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

全
　
県

甲
府
城
西

（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

（
二
）

八
〇

（
二
）

七
〇

全
　
県

甲
府
工
業

（
一
）

四
〇
（
七
）

二
七
〇

（
一
）

四
〇

（
一
）

四
〇

（
一
）

三
〇

（
一
）

三
〇

全
　
県

農
　
　
　
林

（
一
）

三
〇
（
五
）

一
五
〇

（
一
）

三
〇

（
一
）

三
〇

巨
　
　
　
摩

（
六
）

二
四
〇
（
六
）

二
四
〇

﹇
一
﹈

﹇
四
〇
﹈

白
　
　
　
根

（
五
）

二
〇
〇
（
五
）

二
〇
〇

小
笠
原

﹇
一
﹈

﹇
四
〇
﹈

内

四
一
八

計

普
　
通
　
科

（
一
一
）

四
四
〇

外

二
二

（
二
）

六
〇

全
　
県

増
穂
商
業

（
四
）

一
三
〇

（
二
）

七
〇

内

一
一
四

市
　
川

市
　
　
　
川

普
　
通
　
科

（
三
）

一
二
〇

外

六

全
　
県

市
　
　
　
川

（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

（
一
）

三
〇

（
一
）

一
五
（
三
）

九
〇

全
　
県

峡
　
　
　
南

一
五

（
一
）

三
〇

（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

内

一
一
四

身
　
延

身
　
　
　
延

普
　
通
　
科

（
三
）

一
二
〇

外

六

全
　
県

身
　
　
　
延

（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
三

普

通

科

普

通

科

普

通

科

う
ち
理
数
コ
ー
ス

普

通

科

う
ち
科
学
コ
ー
ス

英

語

科

理

数

科

普

通

科

総

合

学

科

機

械

科

電

気

科

電

子

科

土

木

科

建

築

科

シ
ス
テ
ム
園
芸
科

森

林

科

学

科

環
　
境
　
土
　
木
　
科

造

園

緑

地

科

食

品

科

学

科

普

通

科

う
ち
理
数
コ
ー
ス

普

通

科

う
ち
国
際
文
理
コ
ー
ス

商

業

科

情

報

処

理

科

英

語

科

電

子

機

械

科

建
築
イ
ン
テ
リ
ア
科

建

築

コ

ー

ス

イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
ス

土

木

科

情
報
ビ
ジ
ネ
ス
科

理
　
　
　
数
　
　
　
科



内

一
一
四

石
　
和

石
　
　
　
和

普
　
通
　
科

（
三
）

一
二
〇

外

六

全
　
県

石
　
　
　
和

（
一
）

三
五
（
一
）

三
五

（
一
）

三
〇

（
一
）

一
五

全
　
県

山
梨
園
芸

（
四
）

一
二
〇

一
五

（
一
）

三
〇

（
一
）

三
〇

山
　
　
　
梨

（
六
）

二
三
〇
（
六
）

二
三
〇

﹇
一
﹈

﹇
三
〇
﹈

塩
　
　
　
山

（
五
）

一
九
〇
（
五
）

一
九
〇

東
山
梨

﹇
一
﹈

﹇
三
〇
﹈

内

三
九
九

計

普
　
通
　
科

（
一
一
）

四
二
〇

外

二
一

全
　
県

日
　
　
　
川

（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

（
一
）

三
〇

全
　
県

塩
　
　
　
山

（
一
）

三
〇
（
三
）

九
〇

（
一
）

三
〇

全
　
県

都
　
　
　
留

（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

内

一
五
二

上
野
原

上
　
野
　
原

普
　
通
　
科

（
四
）

一
六
〇

外

八

全
　
県

上
　
野
　
原

（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

（
一
）

三
〇

（
一
）

三
五

（
一
）

全
　
県

谷
村
工
業

（
四
）

一
二
五

一
五

一
五

（
一
）

三
〇

内

一
九
〇

都
　
留

桂

普
　
通
　
科

（
五
）

二
〇
〇

外

一
〇

全
　
県

桂

（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

吉
　
　
　
田

（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

富
士
河
口
湖

（
六
）

二
四
〇
（
六
）

二
四
〇

﹇
一
﹈

﹇
四
〇
﹈

吉
　
田

内

四
九
四

計

普
　
通
　
科

（
一
三
）

五
二
〇

外

二
六

全
　
県

吉
　
　
　
田

（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

全
　
県

富
士
北
稜

（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

（
四
）

一
四
〇

全
　
県

甲
府
商
業

（
一
）

三
五
（
八
）

二
八
〇

（
三
）

一
〇
五

大
月
短
期
大

（
二
）

八
〇
（
二
）

八
〇

全
　
県

学
附
属

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
四

国

際

教

養

科

園

芸

科

園

芸

科

生
物
工
学
コ
ー
ス

園
芸
経
済
コ
ー
ス

農

業

土

木

科

食

品

化

学

科

普

通

科

う
ち
英
語
総
合
コ
ー
ス

普

通

科

う
ち
英
数
コ
ー
ス

普

通

科

商

業

科

情
報
シ
ス
テ
ム
科

国

際

経

済

科

普
　
　
　
通
　
　
　
科

理

数

科

機
械
シ
ス
テ
ム
科

電

子

情

報

科

化
学
・
デ
ザ
イ
ン
科

環
境
化
学
コ
ー
ス

デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ス

建

設

科

文

理

科

普

通

科

普

通

科

う
ち
英
数
コ
ー
ス

理

数

科

総

合

学

科

商

業

科

国

際

科

情

報

処

理

科

普
　
　
　
通
　
　
　
科



（
二
）

七
〇
（
二
）

七
〇

全
　
県

甲
　
　
　
陵

一
二
〇
（
四
）

一
二
〇

合
　
計

（
一
九
〇
）七、

一
三
〇

全
国
募
集

学
　

校
　
　
名

学
　
　
科
　
　
名

定
　
　
　
員
　
　
　
　
　

計

甲
　
　
　
　
　
　
陵

普
　
　
　
通
　
　
　
科

四
〇

四
〇

全

日

制

合

計

（
一
九
〇
）七、

一
七
〇

（
注
）
一
　
普
通
科
の
「
内
」
は
学
区
内
、「
外
」
は
学
区
外
を
示
す
。

二
　
定
員
欄
及
び
計
欄
の
（

）
は
、
学
級
数
を
示
す
。

三
　
定
員
欄
の
﹇

﹈
は
、
普
通
科
の
コ
ー
ス
の
学
級
数
及
び
定
員
で
あ
り
、
当
該
普
通
科

の
募
集
定
員
の
内
数
で
あ
る
。

四
　
韮
崎
工
業
は
、
全
科
を
一
括
し
て
募
集

五
　
「
全
国
募
集
」
は
、
山
梨
県
以
外
の
都
道
府
県
か
ら
の
募
集
を
示
す
。

（
定
時
制
課
程
）

学
　
　
　
校
　
　
　
名

昼
夜
別

学
　
科
　
名

定
　
　
　
員

計

韮
　
　
　
　
　
　
　
崎

昼

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

機
　
械
　
科
（
一
）

四
〇

甲
　
　
府
　
　
工
　
　
業

夜

電
　
気
　
科
（
一
）

四
〇
（
三
）

一
二
〇

建
　
築
　
科
（
一
）

四
〇

巨
　
　
　
　
　
　
　
摩

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

山
　
　
　
　
　
　
　
梨

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

都
　
　
　
　
　
　
　
留

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

谷
　
村
　
工
　
業

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

普
　
通
　
科
（
二
）

六
〇

昼

情
報
経
理
科
（
一
）

四
〇

中
　
　
　
　
　
　
　
央

（
五
）

一
八
〇

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇

夜

情
報
経
理
科
（
一
）

四
〇

普
　
通
　
科
（
一
）

三
〇

昼

ひ
　
ば
　
り
　
が
　
丘

情
報
経
理
科
（
一
）

三
〇
（
三
）

九
〇

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

三
〇

定
　
時
　
制
　
合
　
計

（
一
六
）

五
九
〇

（
注
）

定
員
欄
及
び
計
欄
の
（

）
は
、
学
級
数
を
示
す
。

（
通
信
制
課
程
）

学
　
　
校
　

名
　

学
　
　
科
　
　
名

定
　
　
　
員

計

普
　
　
通
　
　
科

一
〇
〇

中
　
　
　
　
　
　
央

二
〇
〇

衛
生
看
護
科

一
〇
〇

（
専
攻
科
）

学
　
　
校
　
　
名

学
　
　
科
　
　
名

定
　
　
　
員

計

甲
　
府
　
工
　
業

建
　
　
築
　
　
科

（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

（
注
）

定
員
欄
及
び
計
欄
の
（

）
は
、
学
級
数
を
示
す
。

（
特
殊
教
育
諸
学
校
）

学
　
　
校
　
　
名

部

学
　
　
　
科
　
　
　
名

定
　
　
　
員

幼
　
稚
　
部

若
　
干
　
名

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
五

商

業

科

普
　
　
　
通
　
　
　
科



普
　
　
　
通
　
　
　
科

八

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

盲

高
　
等
　
部

保

健

理

療

科

八

専
攻
科
・
保
健
理
療
科

八

専
攻
科
・
理
療
科

八

幼
　
稚
　
部

若
　
干
　
名

ろ
　
　
　
　
　
う

普
　
　

通
　
　
　
科

八

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通
　
　
　
科

八

甲
　
府
　
養
　
護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通
　
　
　
科

八

あ
け
ぼ
の
養
護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通
　
　
　
科

三
二

わ
か
ば
養
護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通
　
　
　
科

一
六

や
ま
び
こ
養
護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通
　
　
　
科

一
六

ふ
じ
ざ
く
ら
養
護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通
　
　
　
科

二
四

か
え
で
養
護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

別
表
第
三
中

「
二
八
三

市
　
道

甲
府
市
寿
町
六
番
一
五

大
型
自

終
　
日

甲
府
五
一
・
三
・
二
三

寿
国
母

号
先
（
森
田
屋
）
か
ら

動
車
、

一
一
号

線

甲
府
市
寿
町
一
三
番
五

大
型
特

号
先
（
石
川
商
店
）
ま

殊
自
動

で

車

（
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
二
八
三

市
道
寿

甲
府
市
寿
町
五
番
一
一

大
型
自

終
日

甲
府
平
成
一
六
年
一
一
月

国
母
線

号
先
（
村
松
方
）
か
ら

動
車
、

一
一
日

甲
府
市
寿
町
五
番
七
号

大
型
特

告
示
第
九
二
号

先
（
上
田
方
）
ま
で
（

殊
自
動

七
〇
メ
ー
ト
ル
）

車

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

「
一
四
二

市
　
道

甲
府
市
寿
町
六
番
一
五
号

車
両
（

車
両
進
行

甲
府
五
一
・
三
・
二

寿
国
母

先
（
森
田
屋
）
か
ら
甲
府

原
付
、

北
か
ら
南

三

線

市
寿
町
一
一
番
四
号
先
（

軽
車
両

へ

一
一
号

塩
沢
商
店
前
）
ま
で

を
　
除

終
　
　
日

（
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

く
。）

」

を

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
六



「
一
四
二

削
除

甲
府
平
成
一
六
年
一

一
月
一
一
日

告
示
第
九
二
号

」

に
、

「
四
八
四

県
道
韮

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
二

車
両

車
両
進
行

南
ア
平
成
一
六
年
一

崎
櫛
形

、
一
四
一
番
地
先
（
Ａ
ラ

Ａ
ラ
ン
プ

ル
プ
〇
月
二
五
日

豊
富
線

ン
プ
ウ
ェ
イ
接
続
部
）
か

ウ
ェ
イ
か

ス

告
示
第
八
三
号

（
新
山

ら
南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條

ら
外
回
り

梨
環
状

二
、
一
三
九
番
地
先
（
外

本
線
へ
終

道
路
若

回
り
本
線
と
の
合
流
部
）

日

草
ラ
ン

ま
で
（
二
二
〇
メ
ー
ト
ル

プ
内
Ｅ

）

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

」

を「
四
八
四

県
道
韮

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
二

車
両

車
両
進
行

南
ア
平
成
一
六
年
一

崎
櫛
形

、
一
四
一
番
地
先
（
Ａ
ラ

Ａ
ラ
ン
プ

ル
プ
〇
月
二
五
日

豊
富
線

ン
プ
ウ
ェ
イ
接
続
部
）
か

ウ
ェ
イ
か

ス

告
示
第
八
三
号

（
新
山

ら
南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條

ら
外
回
り

梨
環
状

二
、
一
三
九
番
地
先
（
外

本
線
へ
終

道
路
若

回
り
本
線
と
の
合
流
部
）

日

草
ラ
ン

ま
で
（
二
二
〇
メ
ー
ト
ル

プ
内
Ｅ

）

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

四
八
五

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町
桑
戸
六

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
六
年
一

四
九
号

二
四
番
地
先
（
駅
ロ
ー
タ

ロ
ー
タ
リ

部

一
月
一
一
日

線

リ
ー
東
入
口
）
か
ら
笛
吹

ー
東
か
ら

告
示
第
九
二
号

市
春
日
居
町
桑
戸
六
二
四

南
、
西
、

番
地
先
（
駅
ロ
ー
タ
リ
ー

北
を
経
て

東
出
口
）
ま
で
（
一
一
〇

東
へ
時
計

メ
ー
ト
ル
）

回
り
終
日

」

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

「
二
一
〇

国
道
一

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
椚

西
進
す

終
日

鰍
沢

平
成
一
六
年
三
月

四
〇
号

二
七
七
番
地
一
先
（
山

る
車
両

四
日

梨
ト
ヨ
ペ
ッ
ト
峡
南
営

告
示
第
一
四
号

業
所
南
側
）

」

を「
二
一
〇

削
除

鰍
沢

平
成
一
六
年
一
一

月
一
一
日

告
示
第
九
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
六
中

「
四
七
一

国
道
一

北
巨
摩
郡
高
根
町
長
沢

北
進
す

終
日

長
坂

平
成
一
六
年
六
月

四
一
号

一
、
五
五
〇
番
地
一
先

る
車
両

三
日

（
国
道
一
四
一
号
と
町

告
示
第
三
七
号

道
花
の
森
公
園
線
と
の

Ｙ
字
路
交
差
点
）

」

を「
四
七
一

国
道
一

北
杜
市
高
根
町
長
沢
一

北
進
す

終
日

長
坂

平
成
一
六
年
一
一

四
一
号

、
五
五
〇
番
地
一
先
（

る
車
両

月
一
一
日

国
道
一
四
一
号
と
市
道

告
示
第
九
二
号

花
の
森
公
園
線
と
の
Ｙ

字
路
交
差
点
）

四
七
二

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田

東
進
す

終
日

日
下
部
平
成
一
六
年
一
一

四
九
号

三
八
五
番
地
の
三
先
（

る
車
両

月
一
一
日

線

駅
ロ
ー
タ
リ
ー
西
出
入

告
示
第
九
二
号

口
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
八
中

「

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
七



二
八

国
道
一

甲
府
市
桜
井
町
一
、
〇
六

甲
府
市

終
日

甲
府
平
成
一
六
年
六
月
二

四
〇
号

二
番
の
一
三
二
地
先
（
大

内
国
道

一
日

（
西
関

蔵
経
寺
山
ト
ン
ネ
ル
甲
府

一
四
〇

告
示
第
四
一
号

東
連
絡

市
側
出
入
口
上
下
線
の
分

号
方
向

道
路
）

岐
点
）

へ
西
進

す
る
車

両

」

を「
二
八

国
道
一

甲
府
市
桜
井
町
一
、
〇
六

甲
府
市

終
日

甲
府
平
成
一
六
年
六
月
二

四
〇
号

二
番
の
一
三
二
地
先
（
大

内
国
道

一
日

（
西
関

蔵
経
寺
山
ト
ン
ネ
ル
甲
府

一
四
〇

告
示
第
四
一
号

東
連
絡

市
側
出
入
口
上
下
線
の
分

号
方
向

道
路
）

岐
点
）

へ
西
進

す
る
車

両

二
九

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町
桑
戸
六

西
進
す

終
日

日
下
平
成
一
六
年
一
一
月

四
九
号

二
四
番
地
先
（
駅
ロ
ー
タ

る
車
両

部

一
一
日

線

リ
ー
東
）

告
示
第
九
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「

六

国
道
五

甲
府
市
宝
二
丁
目
二
三
番
五
号
先
（

一

甲
府
四
九
・
四
・
一
一

二
号
線

海
野
方
前
）
交
差
点

一
六
号

」

を「
六

削
除

甲
府
平
成
一
六
年
一
一

月
一
一
日

告
示
第
九
二
号

」

に
、

「
五
、
〇
五
四

県
道
新

富
士
吉
田
市
下
吉
田
一
、
三
五
六
番

一

富
士
平
成
一
六
年
一
〇

田
下
吉

地
先
（
渡
辺
喜
一
方
前
）

吉
田
月
二
五
日

田
線

告
示
第
八
三
号

」

を「
五
、
〇
五
四

県
道
新

富
士
吉
田
市
下
吉
田
一
、
三
五
六
番

一

富
士
平
成
一
六
年
一
〇

田
下
吉

地
先
（
渡
辺
喜
一
方
前
）

吉
田
月
二
五
日

田
線

告
示
第
八
三
号

五
、
〇
五
五

県
道
天

甲
府
市
下
帯
那
町
一
、
〇
八
四
番
地

一

甲
府
平
成
一
六
年
一
一

神
平
甲

の
一
先
（
空
き
地
西
方
二
〇
メ
ー
ト

月
一
一
日

府
線

ル
）

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
五
六

市
道
新

甲
府
市
宝
一
丁
目
一
番
一
号
先
（
㈱

一

甲
府
平
成
一
六
年
一
一

青
沼
朝

協
同
駐
車
場
南
側
）

月
一
一
日

日
線

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
五
七

八
ヶ
岳

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
八
、
二
四
〇

一

長
坂
平
成
一
六
年
一
一

広
域
農

番
地
六
九
一
先
（
浅
川
清
次
方
北
側

月
一
一
日

道

十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
五
八

市
道

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
一
、
六
〇

二

長
坂
平
成
一
六
年
一
一

七
番
地
先
（
長
坂
中
学
校
入
口
丁
字

月
一
一
日

路
交
差
点
）

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
五
九

市
道
宮

北
杜
市
武
川
町
宮
脇
七
四
四
番
地
先

一

長
坂
平
成
一
六
年
一
一

脇
山
高

（
宮
脇
公
民
館
西
側
十
字
路
交
差
点

月
一
一
日

線

）

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
六
〇

市
道
牧

北
杜
市
武
川
町
牧
原
九
五
一
番
地
一

一

長
坂
平
成
一
六
年
一
一

原
黒
沢

先
（
武
川
小
学
校
東
側
）

月
一
一
日

線

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
六
一

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町
桑
戸
六
三
三
番
地

一

日
下
平
成
一
六
年
一
一

四
九
号

の
一
先
（
関
方
畑
南
側
丁
字
路
交
差

部

月
一
一
日

線

点
）

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
六
二

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町
桑
戸
六
二
四
番
地

一

日
下
平
成
一
六
年
一
一

四
九
号

先
（
駅
ロ
ー
タ
リ
ー
東
分
岐
部
）

部

月
一
一
日

線

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
六
三

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
三
八
四
番
地

二

日
下
平
成
一
六
年
一
一

四
九
号

先
（
駅
ロ
ー
タ
リ
ー
内
）

部

月
一
一
日

線

告
示
第
九
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
八



五
、
〇
六
四

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
三
八
五
番
地

一

日
下
平
成
一
六
年
一
一

四
九
号

の
三
先
（
駅
ロ
ー
タ
リ
ー
西
出
入
口

部

月
一
一
日

線

）

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
六
五

市
道
下

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
丁
目
三
番
六

一

富
士
平
成
一
六
年
一
一

宿
責
草

号
先
（
吉
田
中
学
校
正
門
前
）

吉
田
月
一
一
日

線

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
六
六

国
道
二

大
月
市
梁
川
町
綱
の
上
一
、
七
〇
三

一

大
月
平
成
一
六
年
一
一

〇
号

番
地
先
（
白
金
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
前
）

月
一
一
日

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
六
七

国
道
二

大
月
市
梁
川
町
新
倉
三
九
番
地
の
四

一

大
月
平
成
一
六
年
一
一

〇
号

先
（
金
畑
橋
北
側
丁
字
路
交
差
点
）

月
一
一
日

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
六
八

国
道
一

北
都
留
郡
小
菅
村
三
、
一
九
六
番
地

一

上
野
平
成
一
六
年
一
一

三
九
号

先
（
井
狩
ス
ク
ー
ル
バ
ス
乗
降
所
南

原

月
一
一
日

側
）

告
示
第
九
二
号

五
、
〇
六
九

村
道

北
都
留
郡
小
菅
村
四
、
三
七
三
番
地

一

上
野
平
成
一
六
年
一
一

先
（
田
元
橋
北
詰
）

原

月
一
一
日

告
示
第
九
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
三
一
四

市
　
道

甲
府
市
寿
町
六
番
一

五
五
〇

車
　
両

二
十

甲
府
五
一
・
三

寿
国
母

五
号
先
（
森
田
屋
）

・
二
三

線

か
ら
甲
府
市
寿
町
二

一
一
号

三
番
八
号
先
（
菊
地

釣
具
店
）

」

を「
三
一
四

削
除

甲
府
平
成
一
六

年
一
一
月

一
一
日

告
示
第
九

二
号

」

に
、

「
一
、
六

県
道
韮

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中

二
二
〇

自
動
車

三
〇

南
ア
平
成
一
六

一
七

崎
櫛
形

條
二
、
一
四
一
番
地

ル
プ
年
一
〇
月

豊
富
線

先
（
Ａ
ラ
ン
プ
ウ
ェ

ス

二
五
日

（
新
山

イ
と
の
接
続
部
）
か

告
示
第
八

梨
環
状

ら
南
ア
ル
プ
ス
市
鏡

三
号

道
路
若

中
條
二
、
一
三
九
番

草
ラ
ン

地
先
（
外
回
り
本
線

プ
内
Ｅ

と
の
合
流
部
）
ま
で

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

」

を「
一
、
六

県
道
韮

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中

二
二
〇

自
動
車

三
〇

南
ア
平
成
一
六

一
七

崎
櫛
形

條
二
、
一
四
一
番
地

ル
プ
年
一
〇
月

豊
富
線

先
（
Ａ
ラ
ン
プ
ウ
ェ

ス

二
五
日

（
新
山

イ
と
の
接
続
部
）
か

告
示
第
八

梨
環
状

ら
南
ア
ル
プ
ス
市
鏡

三
号

道
路
若

中
條
二
、
一
三
九
番

草
ラ
ン

地
先
（
外
回
り
本
線

プ
内
Ｅ

と
の
合
流
部
）
ま
で

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

一
、
六

市
道
龍

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條

一
、
三
〇
〇

車
両

四
〇

韮
崎
平
成
一
六

一
八

岡
一
号

南
割
五
九
六
番
地
の

年
一
一
月

線

一
先
（
御
勅
使
工
業

一
一
日

団
地
入
口
交
差
点
）

告
示
第
九

か
ら
韮
崎
市
龍
岡
町

二
号

下
條
南
割
一
、
六
九

六
番
地
の
二
先
（
堀

切
橋
北
詰
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「
四
四
七

国
道
四

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
一

一
、
九
〇
〇

車
両

終
日

笛
吹
平
成
一
六

一
一
号

三
三
番
地
先
（
板
野
農

年
一
〇
月

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
三
九



園
前
）
か
ら
笛
吹
市
石

二
五
日

和
町
川
中
島
一
一
〇
番

告
示
第
八

地
の
四
先
（
石
和
温
泉

三
号

郷
東
入
口
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

を「
四
四
七

国
道
四

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
一

一
、
九
〇
〇

車
両

終
日

笛
吹
平
成
一
六

一
一
号

三
三
番
地
先
（
板
野
農

年
一
〇
月

園
前
）
か
ら
笛
吹
市
石

二
五
日

和
町
川
中
島
一
一
〇
番

告
示
第
八

地
の
四
先
（
石
和
温
泉

三
号

郷
東
入
口
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

四
四
八

市
道
龍

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南

一
、
三
〇
〇

車
両

終
日

韮
崎
平
成
一
六

岡
一
号

割
五
九
六
番
地
の
一
先

年
一
一
月

線

（
御
勅
使
工
業
団
地
入

一
一
日

口
交
差
点
）
か
ら
韮
崎

告
示
第
九

市
龍
岡
町
下
條
南
割
一

二
号

、
六
九
六
番
地
の
二
先

（
堀
切
橋
北
詰
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
一
〇
、
八
三
五

町
道

東
山
梨
郡
勝
沼
町
中
原
二
九
五
番
地

塩
山

平
成
一
六
年
一
〇

の
三
先
（
奥
山
徳
儀
方
南
側
十
字
路

月
二
五
日

交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
八
三
号

」

を「
一
〇
、
八
三
五

町
道

東
山
梨
郡
勝
沼
町
中
原
二
九
五
番
地

塩
山

平
成
一
六
年
一
〇

の
三
先
（
奥
山
徳
儀
方
南
側
十
字
路

月
二
五
日

交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
八
三
号

一
〇
、
八
三
六

市
道
日

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一
二
番
五
号
先

甲
府

平
成
一
六
年
一
一

向
町
線

（
佐
藤
久
美
子
方
北
側
・
西
進
車
両

月
一
一
日

）

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
三
七

市
道
日

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一
一
番
一
六
号

甲
府

平
成
一
六
年
一
一

向
町
線

先
（
西
川
達
堂
造
方
・
東
進
車
両
）

月
一
一
日

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
三
八

市
道

甲
府
市
大
和
町
五
番
四
三
号
先
（
志

甲
府

平
成
一
六
年
一
一

村
実
方
西
側
・
南
進
車
両
）

月
一
一
日

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
三
九

市
道

甲
府
市
上
阿
原
町
一
三
五
番
地
の
一

南
甲
府
平
成
一
六
年
一
一

先
（
石
原
幹
治
方
畑
北
側
・
西
進
車

月
一
一
日

両
）

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
四
〇

市
道

甲
府
市
上
阿
原
町
一
、
一
二
二
番
地

南
甲
府
平
成
一
六
年
一
一

の
一
一
先
（
雨
宮
ア
パ
ー
ト
南
側
・

月
一
一
日

東
進
車
両
）

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
四
一

市
道

甲
斐
市
龍
地
二
、
五
七
四
番
地
三
先

韮
崎

平
成
一
六
年
一
一

（
双
葉
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
北
側
丁
字

月
一
一
日

路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
四
二

市
道

甲
斐
市
龍
地
二
、
四
三
五
番
地
先
（

韮
崎

平
成
一
六
年
一
一

双
葉
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
北
側
丁
字
路

月
一
一
日

交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
四
三

八
ヶ
岳

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
八
、
二
四
〇

長
坂

平
成
一
六
年
一
一

広
域
農

番
地
六
九
一
先
（
浅
川
清
次
方
北
側

月
一
一
日

道

十
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
四
四

八
ヶ
岳

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
八
、
二
四
〇

長
坂

平
成
一
六
年
一
一

広
域
農

番
地
六
七
〇
先
（
浅
川
清
次
方
北
側

月
一
一
日

道

十
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
四
五

県
道
市

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
黒
沢
二
、
一

市
川

平
成
一
六
年
一
一

川
大
門

五
〇
番
地
の
一
先
（
芦
久
保
隧
道
北

月
一
一
日

下
部
身

側
丁
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
九
二
号

延
線

一
〇
、
八
四
六

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町
桑
戸
六
三
三
番
地

日
下
部
平
成
一
六
年
一
一

四
九
号

の
一
先
（
関
方
畑
南
側
・
東
進
車
両

月
一
一
日

線

）

告
示
第
九
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
四
〇



一
〇
、
八
四
七

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
三
八
五
番
地

日
下
部
平
成
一
六
年
一
一

四
九
号

の
三
先
（
駅
ロ
ー
タ
リ
ー
西
側
出
口

月
一
一
日

線

・
西
進
車
両
）

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
四
八

村
道
Ⅱ

南
都
留
郡
鳴
沢
村
三
、
七
五
九
番
地

富
士
吉
平
成
一
六
年
一
一

│
三
号

一
先
（
鳴
沢
駐
在
所
西
側
・
南
進
車

田

月
一
一
日

線

両
）

告
示
第
九
二
号

一
〇
、
八
四
九

村
道
Ⅱ

南
都
留
郡
鳴
沢
村
四
、
二
九
二
番
地

富
士
吉
平
成
一
六
年
一
一

│
三
号

一
先
（
渡
辺
良
久
方
東
側
・
北
進
車

田

月
一
一
日

線

両
）

告
示
第
九
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「
一
、
三
二
三

県
道
河

南
都
留
郡
富
士
河

一
、
一
六
〇

車
両

終
日

富
士
平
成
一
六

口
湖
上

口
湖
町
長
浜
一
九

吉
田
年
七
月
二

九
一
色

番
地
五
先
（
新
寺

二
日

線

崎
ト
ン
ネ
ル
東
側

告
示
第
四

交
差
点
）
か
ら
南

六
号

都
留
郡
富
士
河
口

湖
町
長
浜
一
六
六

番
地
三
先
（
長
浜

ト
ン
ネ
ル
西
側
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「
一
、
三
二
三

県
道
河

南
都
留
郡
富
士
河

一
、
一
六
〇

車
両

終
日

富
士
平
成
一
六

口
湖
上

口
湖
町
長
浜
一
九

吉
田
年
七
月
二

九
一
色

番
地
五
先
（
新
寺

二
日

線

崎
ト
ン
ネ
ル
東
側

告
示
第
四

交
差
点
）
か
ら
南

六
号

都
留
郡
富
士
河
口

湖
町
長
浜
一
六
六

番
地
三
先
（
長
浜

ト
ン
ネ
ル
西
側
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
三
二
四

市
道
四

笛
吹
市
春
日
居
町

二
〇
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
一
六

四
九
号

桑
戸
六
三
三
番
地

部

年
一
一
月

線

の
一
先
（
関
方
畑

一
一
日

南
側
）
か
ら
笛
吹

告
示
第
九

市
春
日
居
町
別
田

二
号

三
八
四
番
地
先
（

駅
ロ
ー
タ
リ
ー
を

含
む
）
ま
で
の
両

側

」

に
改
め
る
。

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
（
山
梨
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理

規
程
）

三
四
ペ
ー
ジ
下
段
第
三
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
四
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
四
二

第34号様式（第４０条関係）



○
　
平
成
十
五
年
十
月
十
六
日
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号
（
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公

表
）三

〇
　
　
下
　
終
わ
り
か
ら
十
一
　

同
　
　
　
同
　
終
わ
り
か
ら
十
　
　

○
　
平
成
十
六
年
六
月
十
七
日
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
（
山
梨
県
安
全
運
転
学
校
の
講
習
の

実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

四
三
一
　
下
　
終
わ
り
か
ら
十
　
　
優
良
運
転
者
講
習
　
　
　
　
優
良
運
転
者

○
　
平
成
十
六
年
八
月
十
二
日
掲
載
の
山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号
（
山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務

局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
）
正
誤
中

五
四
五
　
上
　
六
　
　
　
　
　
　
　
十
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
終
わ
り
か
ら
十
六

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
二
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

七
四
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
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